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違法伐採対策に関する 

日本ツーバイフォーランバーＪＡＳ協議会の行動規範 

 
日本ツーバイフォーランバーＪＡＳ協議会 

制定  平成１８年８月２８日 
 

日本ツーバイフォーランバーＪＡＳ協議会（以下「２ｘ４ＪＡＳ協」という）は、住宅の木

材・木製品の品質を適正に維持管理することに努めており、現状、世界的に問題にな

っている違法伐採は、森林環境に重大なダメージを与えるばかりでなく、持続的森林

経営を損なう恐れがあることを憂慮する。 
平成１７年７月に英国で開催されたＧ８サミットの結果、日本政府は、違法に伐採さ

れた木材は使用しない、という基本的考え方に基づき、政府調達の対象を合法性、持

続可能性が証明された木材・木材製品とする措置を導入することにした。 
これらを踏まえ、２ｘ４ＪＡＳ協は、違法伐採対策に関する行動規範を制定し、ここに

公表する。 
 
（違法伐採に対する反対） 
１  ２ｘ４ＪＡＳ協は、全世界の森林に対する森林生態系の維持に支障となる行為や持

続的森林経営を阻害する行為等、森林の健全性を損なう恐れのある全ての不法行

為に対し、強く反対する。 
 
（生産国及び各政府の取組への要請） 
２  ２ｘ４ＪＡＳ協は、木材生産国が取組んでいる各種の違法伐採対策を支持し、その

継続と実効性の確保に期待する。また、木材消費国がこれに積極的に協力すること

を求める。さらに、２ｘ４ＪＡＳ協は、持続的森林経営の実現に向け、違法伐採対策を

はじめとする森林の健全性を確保するための国際機関及び各国の努力に敬意を表

する。 
 
（日本政府の取組への支持） 
３  ２ｘ４ＪＡＳ協は、日本国政府による違法伐採対策の取組を全面的に支持するとと

もに、これを積極的に協力する。 
 
（合法性等の証明された木材・木製品の普及の促進） 
４  ２ｘ４ＪＡＳ協は、合法性、持続可能性の証明された木材・木製品の供給の促進に

向けた普及の推進に努力するものとする。 
 
（合法性等の証明のための事業者の認定） 
５  ２ｘ４ＪＡＳ協は、林野庁が策定、公表した「木材・木製品の合法性、持続可能性の

証明のためのガイドライン」に示された森林・木材・木材産業関係団体の認定を得て

行う証明方法（団体認定方式）に関連して、「合法性・持続可能性の証明に係る事業

者認定実施要領」を別途定め、２ｘ４ＪＡＳ協の会員事業者の認定を行い、その供給

の促進に努めるものとする。 
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（他の団体との連携） 
６  ２ｘ４ＪＡＳ協は、違法伐採対策の実施に当って、他の木材産業関係団体及び  

ＮＧＯ等との連携を図る。 
 
（情報の公開） 
７  ２ｘ４ＪＡＳ協は、本行動規範に基づく取組状況の概要を公表する。 
 

以上 


